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～ 2025 年 広州日本人学校は 開校 30 周年です ～ 

 

    人 権 週 間  

世界人権宣言は，人権および自由を尊重し確保するために，「すべての人民とすべての国とが達

成すべき共通の基準」を宣言したものであり，人権の歴史において重要な地位を占めています。

1948 年 12 月 10 日に第 3 回国連総会において採択されました。なお，1950 年の第 5 回国連

総会において，毎年 12 月 10 日を「人権デー」として，世界中で記念行事を行うことが決議されま

した。                                                   ＝＝＝ 外務省 HP より ＝＝＝  

 

12 月 10 日は「世界人権デー」です。 

異文化に暮らす本校の子供たちにとっては，一人一人の考

えや立場を尊重し，より良い共生の在り方を見つけていくこと

は，とても大切なことです。学校目標にもある「個性豊かに国

際社会に生き」ていくためにも，人権について全校で考えて

いく必要があると思います。 

11 月 25 日（火）に世界人権デーの期間に合わせて「人権集会」を実施しました。人権は小さな気

づかいによって守られ，何気ない振舞いによって傷つけられる場合があることを，教師が寸劇を交えな

がら，全校児童生徒に分かりやすく伝えました。 

今年度は，特に「言葉」に重点を置き，言葉から人権を考えていきたいと思います。 

言葉は，お互いに意思を伝える大切なものですが，ひとたび使い方を間違えれば大きく他人を傷つ

けてしまいます。とくに近年は，SNS などデジタルツールの発達により，実際に顔を合わせない中でコ

ミュニケーションを取ることも多くなりました。各学年・学級で発達段階に応じた指導を行いながら，人

権を守る取組について，考えていこうと思います。 

集会後は，学年ごとに道徳の授業を活用して，人権について考える学習を行っています。小学部高

学年や中学部では，「やさしい日本語で読む世界人権宣言」（アムネスティインターナショナル：下図）

や外務省のホームページに掲載されている「世界人権宣言全文（和訳）」などを活用し，実際の宣言

内容に触れながら授業に取り組んでいます。また，小学部の低学年，中学年では，ふわふわ言葉やちく

ちく言葉について描かれた絵本等を活用しています。 

学習の様子につきましては，各学級だより等に随時掲載してまいります。ぜひ，ご家庭でも一度話題

にしてみてください。 

 

       



 教員の指導力向上に向けて  

子供たちに分かりやすい授業，楽しい授業を提供できるように，学

校では教員間の勉強会である「授業研究」を実施しています。 

複数の教員で進め方や使用する教材について検討して授業を行

い，授業後に事後検討を行い，指導力を高められるようにしています。 

写真は，中学部・理科の授業風景です。 

この日は，日本の季節ごとの天気の特徴と生じる仕組みについて

学習したことを生かし，中国の季節による天気の特徴を推察し，説明する授業が行われました。 

「冬季南北温差大 夏季普遍高温」（中国の地理の教科書の記述）を基に，生徒はグループで話し

合いながら，それぞれの考えをまとめていきました。 

教科の学習をベースにしながら地域理解教育（国際理解教育）としても，参考になるものでした。 

 
 

～ 退学手続きについて ～ 

本帰国や他の国や地域に転居が決まりましたら，まずは担任までご連絡の上，「退学届」をご提出くだ

さい。「退学届」は本校ホームページよりダウンロードできます。また，バス会への「退会届」も忘れずに

ご提出ください。 「退学届」の提出をもって，転学に必要な書類を作成いたします。 

 本校では，必要な転学書類を手渡しし，編入学先にご持参いただく形をとっております。学期末や年

度末は，特に多くの児童生徒の異動がありますので，期日に間に合うよう担任まで，早めにご連絡いた

だきますようお願いいたします。 

 

 

広州日本人学校は，日本の学習指導要領に基づいた教育課程を持つ学校として，文部科学省か

ら認可を受けておりますが，在外にあるため他校への異動については，「退学」の扱いになります。 

併せて，受入れ先の学校では「編入学」（小学部を卒業して日本国内の中学校に入学する場合

を除く）となりますため，本校の退学日と異動先の学校の編入学日が連続しない場合があります。こ

れについては，特に問題がありませんので，ご了解ください。 

 


